
岩手県告示第169号 

 屋外広告物条例の規定による屋外広告物を表示し、又は屋外広告物を掲出する物件を設置しようとする地域又は場所の区分の指

定（平成23年岩手県告示第254号）の一部を次のように改正する。 

  平成26年３月７日 

                                            岩手県知事 達 増 拓 也  

改正前 改正後 

１ 条例第６条第２項第１号アの規定により指定する範囲 １ 条例第６条第２項第１号アの規定により指定する範囲 

(１) ［略］ (１) ［略］ 

(２) 次に掲げる文化財から100メートル以内の地域 (２) 次に掲げる文化財から100メートル以内の地域 

  ア～カ ［略］   ア～カ ［略］ 

   キ 旧高橋家住宅（奥州市水沢区字大畑小路所在） 

   ク 旧朴舘家住宅（二戸郡一戸町小鳥谷字朴舘所在） 

 (３) ［略］  (３) ［略］ 

２ 条例第６条第２項第１号カの規定により指定する範囲 次

に掲げる文化財から100メートル以内の地域 

２ 条例第６条第２項第１号カの規定により指定する範囲 次 

に掲げる文化財から100メートル以内の地域 

(１)～(16) ［略］ (１)～(16) ［略］ 

 (17) 旧朴舘家住宅（二戸郡一戸町小鳥谷字朴舘所在）  

 (18) ［略］  (17) ［略］ 

 (19) ［略］  (18) ［略］ 

 (20) ［略］  (19) ［略］ 

 (21) ［略］  (20) ［略］ 

 (22) ［略］  (21) ［略］ 

 (23) ［略］  (22) ［略］ 

 (24) ［略］  (23) ［略］ 

 (25) ［略］  (24) ［略］ 

 (26) ［略］  (25) ［略］ 

 (27) ［略］  (26) ［略］ 

 (28) ［略］  (27) ［略］ 

 (29) ［略］  (28) ［略］ 

 (30) ［略］  (29) ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 
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